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様式第４号（第４条関係） 

 

  出張報告書   
幹 事 長 印 経 理 責 任 者 印 

  

  

平成 30 年 9 月 30 日   

 幹事長 

      重光 俊則 殿 

 

                                             出張者氏名  文野 慎治 印 

                                

   下記のとおり報告します。 

 

  １．出 張 先   京都テレサ東館２階研修室：京都市南区東九条下殿田町 70 番地  

  ２．出張日時   平成 30 年 8 月 8 日  

  ３．出張用務（宿泊を要する場合はその事由） 

   地方議会総合研究所研修会「議会基本条例を活用する手法を考えるセミナー」受講 

 

 

  ４．旅費等 

[1] 研修費                     25,000 円 

[2] 旅費                       4,760 円 

        JR 日根野～京都 （往復乗車券）￥2,820 

        JR 日根野～京都（往復特急券）  ￥1,940 

  

[3]  払込手数料                          432 円 

                                            

                                        総計  30,192 円     

                                       

５．報告 

議会議員研修会「議会基本条例を活用する手法を考えるセミナー」 

8 月 8 日  10:00～12:30 議会基本条例の課題と処方箋 

8 月 8 日  14:00～16:30 議会基本条例を議会に活かす・住民に活か

す 

  

＜詳細は別紙＞ 
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出張報告書別紙-1 

 

日時 平成 30 年 8 月 8 日 10:00～12:30 

タイトル 議会基本条例の課題と処方箋 

講師/ (株)地方議会総合研究所 代表取締役 廣瀬 和彦 

 

☆議会基本条例の制定状況と検証方法 

(１)平成28年12月31日現在、市の６割、町村の５割が制定。 

 ・平成18年 栗山町議会他２団体からスタート。 

 (２)検証 

  ・会津若松市議会(議会基本条例)第22条…施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘 

案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例 

の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 ・上越市議会(議会基本条例)第30条…①議会は、この条例の目的が達成されているかどうか 

  を定期的に検証するものとする。②議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情 

勢の変化等を勘案し、必要に応じてこの条例の改正その他の必要な処置を講ずるものとす 

る。③議会は、前項の見直しに当たっては、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずる

ものとする。 

       ＊ チェックは、議会運営委員会で行っている。 

(３)検証方法<所沢市> 

 ・条例の各項ごとに実施・未実施等の目的の達成度・方向性を含めた評価。 

  【目的】①議会事業についての説明責任を果たす。②議会事業の改善・効率化。 

      ③予算編成における資料。 

  【手法】①議会で実施した事業のうち数事業を選び、それぞれの事業を「拡充」、「継続」、 

      「改善」、「縮小」、「終了」、「休止」、「廃止」で評価。②議会運営委員会 

では、対内的事項の評価(一問一答方式、政策討論会、その他の新規事業等) 

      ③広報広聴委員会では、対外的事項の評価(市議会だより作成・配布、インターネ

ット中継、議会ポスター、その他の新規事業等) 

  【27条】(見直し手続)…議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例の目的

が達成されているかどうかを議会運営委員会において検討するものとする。() 

(４)議会改革の目的 

 ・本来の目的…住民の負託を受けた代表として議員・議会の役割を果たすことを目的。 

 ・最近見られる傾向…マスコミや評価機関等の外部の目を意識したパフォーマンス的なもの

で実効性を伴わず見かけ上の評価向上を目的。 

☆議員間討議 

(１)規定及び実施状況 

・規定状況…全市の57.9％  ・実施状況…全市の34.5％ 

(２)議員間討議を行う理由⇒憲法93条2項に地方公共団体には議事機関として議会を設置する

ことが義務付けられている。 

  ＊議会における審議において多種多様な住民の意見(特に少数の意見)を十分尊重した議 

論・討議を行う必要あり。 
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  (３)自由討議が機能しづらい理由 

① 議会において会派制を引いていると自由討議の効力が半減すること。 

② 市長派・反市長派により議論をする前に議案に対する賛否が決まってしまっていること。 

③ 国会のように政党ごとの理念により政策が異なることと異なり、議員間に政策の違いが

でにくいこと。 

④ 自由討議の場が議員の演説の場になってしまうこと。 

⑤ 議員同士による議論をすること自体が困難であること。 

 (４)議員間討議を活性化するためには 

① 議員間討議しやすい環境を作る(委員会単位での開催・ワークショップ形式等を活用)。 

② 議員間討議を行うメンバーがテーマについて共通の情報・知識を持つ(執行機関からのヒ

アリング・学識経験者や先進地視察の活用)。 

③ 議員間討議を行う対象であるテーマを一般質問等で取り上げられた議員の関心の高いテ 

ーマから選定する。 

  ④ 会議規則の規定がかからない会議体で行うこと。(委員長による発言許可の手続きを必要 

としないほうが議論が盛り上がる場合あり) 

 (５)議員間討議で留意すべきこと 

  ・議長または委員長は議員間討議では、議事の交通整理だけを求められているわけではない 

   こと。 

＊ 議員間討議は、単に各議員の意見だけを述べる場ではないこと。(賛成・反対の理由を

述べる討論とは異なること) 

☆反問権 

(１)規定状況 

・執行部の反問権を条例や規則で規定…全市の38％ 

・執行部の反問権を限定(質問主旨確認等)して条例や規則で規定…24％ 

(２)行使状況 

・執行部の反問権の行使状況…全市の18.4％ 

(３)反問権の規定の仕方 

・多摩市議会(制約なし)…議会基本条例12条2項「市長等及び市長等から委任を受けた者 

は、議員の質問に対して反問することができます。」 

    ・酒田市議会(制約あり)…議会基本条例6条3項で「議会の審議及び委員会の審査に必要 

な説明のため出席を求められた者は、議員からの質疑及び質問に対し、その論点を整 

理し、質疑及び質問の主旨確認をするため、議長または委員会の委員長の許可を得て、 

当該議員に対して発言することができる。」と規定し、質疑及び質問の主旨確認を反 

問権を行使するに当たっての制約としている。 

(４)反問権の行使に対する問題点 

① 特定の議員に対する感情的な意味での反問権の行使がなされやすい。 

② 議員による答弁に当たり明確な回答がなされづらい。 

   ③ 単なる水掛け論に終始し、相手の考えを尊重するという雰囲気にならない。 

☆議会報告会・意見交換会 

(１)開催状況 

・議会基本条例に基づく…全市の45.8％ ・申し合わせ等による…全市の8.5％ 
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  (２) 議会報告会・意見交換会の課題 

   ① 参加者数が減少する。 

   ② 参加者の属性が偏在化する。 

   ③ 少数のクレーマーの場となる。 

   ④ 労力のわりに効用が低い。 

   ⑤ 参加者の満足度が概して低い傾向にある。 

☆議会報告会・意見交換会改善手法  

  ・平日夜の開催から土日祝日の昼間開催へ。 

  ・議場や公民館での開催でなくアウトリーチによる手法で。 

  ・議会からの報告を主とするインフォメーション広報でなく意見交換を主とするコミュニケ 

ーション広報へ。 

  ・議会の議決を尊重するうえでの個々の議員ごとの意見表明を認める。 

  ・議会単独でなく他の機関と連携や共済する。 

  ・意見交換の際にはテーマを決めて聴取すること。 

＊ 団体との意見交換に切り替えるところが増えている。 

 

日時 平成 30 年 8 月 8 日 14:00～16:30 

タイトル 議会基本条例を議会に活かす・住民に活かす 

講師/ (株)地方議会総合研究所 代表取締役 廣瀬 和彦 

 

☆議会基本条例を定める(定めた)意義 

 (１) 対議会内、対執行部、対市民での意味 

  ・３つの面での意味 ～それぞれの規定は誰に向けられたものなのか～ 

  対議会内 「のちの議会を縛る」という意味。 

    〇あえて条例を制定するというのは、これまで議会で行われた議論を後戻りさせないと 

いう意味がある。  

  対執行部 議会改革の側面支援を実現させる。 

    〇二元代表制を実質化するための規定の整備。 

⇒条例制定により政治的な力学を働かす必要性。 

  対住民 住民との約束を明らかにする。 

 (２) 誰に対する規定なのかと合わせて「文末を気にする」。 

  ・議会の努力で可能なことは「しなければならない」とか「するものとする」と書くべき。 

  ・住民への約束は「具体的に書くべき」。できるだけ「しなければならない」で書くべき。 

   具体的に書かずに、しかも「努めるものとする」ではガッカリ感が大きい。 

  ・本気のものだけ書く誠実さ。 

  ・ロードマップ(行程表)の利用⇒議会活性化(改革)計画 

＊ 目標を定めて住民に公表する。議会改革を後戻りさせない最高の方法。 

  ・見直しを効果的に行う。 

    栗山町議会基本条例は、見直しを続けている。 

    21 条において見直しの規定を定め、改選後 1 年目において実施することとしている。 

  ・行政監視機能を重視・強化する。 
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☆議会基本条例を活かす視点 

 (１) 技術論は一度捨てよう！ ⇒ 得意なところを伸ばす！ 

 (２) 議事機関として、そして、住民参加という視点で見る議会改革 

  ・足りないものは何か、得意なものは何か…。 

  ・議事機関として原点を押さえる。 

 ⇒ 議会基本条例は「人格を持った議会」実現のためのしくみ。 

☆議会に活かす！ 

 (１) 「人格を持った議会」としてのしかけ  

  ・一般質問の改革の視点 

    政治的な意味 … 議員の見識や考え方をアピールする。 

    議事機関としての役割を踏まえての意味  

     …政策上の問題点を指摘し、その問題点を広く共有するとともに、その改善を理事者 

側に求めてゆく。 

  ・「論点の切り出し」から「委員会での審議」へ 

    一問一答制… 切り出す機会 ⇒ 議会で共有できる。 

  ・予算と決算の連動 

    多摩市議会議会基本条例第 9 条に規定。… 力は予算、分析は決算 

＊ こうした規定がなくとも、決算の結果を予算に反映することを意識することが重要。 

＊ 議員 → 会派ベース → 議会ベースへの広がりが欲しい。 

  ・「決算予算常任委員会」方式の望ましさ。 

    ⇒ 「事業評価」は議会の得意分野。項目を絞ることや議会全体で評価が一致できる部 

分を見出すことが重要。 

  ・会派の位置付け 

   政治的な意味…議会での主要ポストの確保や議会運営でのリーダーシップを握るためのパ 

ワーの源泉。 

   議事機関としての役割を踏まえての意味 

     …「情報を処理したり議論するため」の踊り場。(前段階での議論の場) 

       効率的に論点を示したり、議論するための存在。 

(２) 議事機関としての責任を果たす。   

 ・議決事件の拡大。… むやみに増やさない。しかし、効果的に増やす。 

           ⇒ まずは総合計画、そして何を議事機関として重要視するかを検討。 

  ・事務局・図書室の整備。… 議長の人事権の回復を図ることが先決。 

☆住民に活かす！ 

 (１) 「住民から意見を聴く」くふう 

  ・請願・陳情・公聴会の生かし方 

   公聴会の利用が難しい理由  

①公聴会開催までに手間と時間がかかる。 

    ②公述人を賛否バランスよく揃えなければならない。 

    ③具体的な議案や請願ならともかく「調査のため」には開けない。 

 (２) 「意見や審議を政策に生かす」くふう 

  ・「意見を伝える」ことの主語は住民、「審議や政策に反映させる」ことの主語は議会。 
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  ⇒ 議会ができることは、住民の意見からどのようなことを学び、それをどのような形で政 

策などに生かしたか住民に「報告」することと考えられてきた。 

 (３) さらに進んだ住民参加の手法 

  ・飯綱町では、住民から選ばれた「政策サポーター」が議会の決めたテーマについて、議員 

とともに議論して政策を作り上げる。 

 (４) 議会がコミュニティの中心になる。 

  ・コミュニティの維持。 

   〇首長はマネージャー 

   〇議員は選挙で選ばれた代表と同時に地域みんなの代表 

    ⇒ 議会が良くならないと地域が良くならない。 

 

＜まとめ＞ 

(１)議会基本条例を施行して10年が経過した熊取町。まだまだ、条例の精神が議会・議員・ 

住民に行き渡っていない現状を理解した。 

   (２)この条例の必要性は益々重要であり、この研修で得た各自治体議会の取り組みを参考

に、議会活性化を図るため努力をしたい。 

(３)政策形成における議員の役割を強化するために、議員力を高める必要がある。 

議員力・議会力を高めるために、下記の取り組みの必要性を感じた。 

① 議会報告会の活性化のための方策の検討。 

② 住民との対話機会の増大。 

③ 議会だよりの活用の重要性を認識し、さらなる分かりやすい親しみある紙面づくり。 

 

 








